
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保育士 ・ 保育教諭募集！ 

①常勤保育士・保育教諭 
勤務日／月～土 ※土曜日の勤務はシフト制 
勤務時間／８時３０分～１６時５０分（休憩６０分含む） シフトにより９時４０分～１８時００分 

報酬／日額９，６４３円 他に、通勤手当に相当する費用と期末手当が支給されます。 

 
②AM６時間保育士・保育教諭、PM６時間保育士・保育教諭 
勤務日／月火水金土 

勤務時間／AM ７時００分～１３時４５分（休憩４５分含む） 

PM１２時２０分～１９時０５分（休憩４５分含む）※１１時３０分～１８時１５分勤務の施設もあります。 

報酬／AM月額157,490 円 PM時給1,218 円 他に、通勤手当に相当する費用と期末手当が支給されます。 

 
③延長保育パート保育士・保育教諭 
勤務日／月～土のうち週１日から週６日まで（要相談） 

勤務時間／７時００分～１０時００分（園により１０時３０分まで）又は１６時００分～１８時００分 

報酬／時給１，０５７円 他に、通勤手当に相当する費用が支給されます。（期末手当の支給対象となる場合があります。） 

 
④年休代替保育士・保育教諭（週２日程度） 
勤務日／月～土のうち不定期 

勤務時間／８時３０分～１６時5０分（休憩６０分を含む）  

報酬／日額７，８３８円 他に、通勤手当に相当する費用が支給されます。 

※保育士・保育教諭の子どもの優先入園 

市内の保育士・認定こども園に勤務する保育士・保育教諭の子どもが保

育所等に入所しやすくなるような利用調整基準を定めています。 

 

令和５年度 

働き方 
いろいろ！ 

ブランクのある
方歓迎！ 

働く 

量 

姫路市では、市立の保育所・こども園で勤務する 
会計年度任用職員（※）を募集しています。 

扶養の範囲内 制限なし 

働く 

時間帯 
制限なし 制限あり 制限なし 制限あり 

 
 

 

 

職種 

常勤タイプ 
１日６時間タイプ 

週２日 
スポット 
タイプ 

② 
③ 

１日１時間～ 
朝夕タイプ 

働く 

時間帯 
① ④ 

その他勤務条件 

はウラ面へ→ 

・条件を満たすと期末手当が支給されます 

・任用が更新されると報酬が加算されます（条件、上限あり） 

・保育士・保育教諭の子どもの優先入園（※）あります 

①＆②の 

特徴 

姫路市こども未来局教育保育部こども保育課（電話 079-221-2314） 

※会計年度任用職員 

 

一会計年度内を任期として任用される 

非常勤の地方公務員法（一般職）です。 

業務上の必要があり、能力実証の 

結果が良好であれば、再度任用 

されることがあります。 

年次休暇 
特別休暇 

（有給・無給） 

あります 



募集要項 

身分    地方公務員法第２２条の２第１項第１号のパートタイムの会計年度任用

職員 

募集職種  ①常勤保育士・保育教諭  

②PM６時間保育士・保育教諭 

③延長保育パート保育士・保育教諭 

      ④年休代替保育士・保育教諭  

応募資格  保育士資格又は有効な幼稚園教諭免許状をお持ちの方 

以下の地方公務員法第 16条に定める採用に関する欠格事項に 

該当する場合は、受験できません。 
(1) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることが 

なくなるまでの者 
(2) 姫路市職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない者 
(3) 日本国憲法施行の日以降において、日本国憲法又はその下に成立した 

政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに 
加入した者 

応募方法  履歴書及び資格証の写しをこども保育課に提出してください。 

応募期間  随時 

勤務条件 

任用期間  採用日～令和６年３月３１日まで 

採用後１月間は、条件付採用期間となります。 

      ◎業務上の必要があり、能力実証の結果が良好であれば、再度任用 

されることがあります。 

休暇    年次有給休暇、特別休暇（有給・無給）（対象の職種：①②③） 

      ※任用期間、勤務日数等により取得要件や日数が異なります。 

報酬    表面に記載のとおり（職種により異なります。） 

      ◎任用が更新された場合、本市の同業務の会計年度任用職員としての 

経験年数に応じて加算があります。（対象の職種：①②）   

期末手当  一定の要件を満たした場合に、支給します。（６月、１２月） 

その他手当 通勤手当に相当する費用を費用弁償として支給します。 

福利厚生  労災保険に加え、一定の条件を満たした場合に健康保険、厚生年金及び 

雇用保険に加入します。 

 

 問い合わせ先： 

姫路市こども未来局教育保育部 

こども保育課（電話 079-221-2314） 
〒６７０－８５０１ 姫路市安田４丁目１番地 


